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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極板、第２電極板、および前記第１電極板と前記第２電極板との間に介在するセ
パレータを含む電極組立体；
　前記第１電極板と電気的に連結され、ヒューズ領域を有する第１集電体；
　前記電極組立体および前記第１集電体を収容するケース；
　前記ケースの開口を密封し、短絡ホールを有するキャッププレート；
　前記短絡ホールに設けられ、前記第１電極板と電気的に連結されている第１短絡部材；
　前記キャッププレートの上面から離隔し、前記第１短絡部材と向かい合って前記第２電
極板と電気的に連結される第２短絡部材；および
　前記ケース内部で、前記ヒューズ領域で発生するガスを前記第１短絡部材に誘導する誘
導部材を含み、
　前記第１短絡部材は、
　予め設定された圧力より大きな圧力を受けると形態が反転して、前記第２短絡部材と電
気的に接触するように形成されることを特徴とする２次電池。
【請求項２】
　前記誘導部材は、
　一側部に第１開放部を有し、他側部に第２開放部を有するダクト（ｄｕｃｔ）形態から
なることを特徴とする請求項１に記載の２次電池。
【請求項３】
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　前記誘導部材の一側部は、
　前記第１開放部が、前記ヒューズ領域と対向するように前記第１集電体と連結されるこ
とを特徴とする請求項２に記載の２次電池。
【請求項４】
　前記誘導部材の他側部は、
　前記第２開放部が、前記第１短絡部材と対向し、前記第１短絡部材および前記キャップ
プレートの下面と離隔していることを特徴とする請求項２に記載の２次電池。
【請求項５】
　前記誘導部材の他側部は、
　前記第１短絡部材に向かって突出する形態からなることを特徴とする請求項４に記載の
２次電池。
【請求項６】
　前記誘導部材の他側部は、
　前記第２開放部が前記第１短絡部材に向かうように突出して前記キャッププレートの下
面と連結され、
　前記誘導部材の他側部の突出部分は、
　前記ケース内部と通じる少なくとも一つ以上の第３開放部を有することを特徴とする請
求項２に記載の２次電池。
【請求項７】
　前記ヒューズ領域は、
　前記第１集電体の他の領域より断面積が小さいことを特徴とする請求項１に記載の２次
電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は２次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２次電池は、充電が不可能な一次電池とは異なり、充電および放電が可能な電池であっ
て、一つの電池セルがパック形態に包装された低容量電池である場合には、携帯電話機お
よびカムコーダーのような携帯が可能な小型電子機器に用いられ、一方、電池パックが数
十個連結された電池パック単位の大容量電池である場合には、ハイブリッド自動車などの
モータ駆動用電源として幅広く用いられている。
【０００３】
　２次電池は様々な形状で製造されているが、代表的な形状には円筒形、角形が挙げられ
、正、負極板の間に絶縁体であるセパレータを介在して形成された電極組立体と電解液と
をケースに内装設置し、ケースに電極端子が形成されたキャップ組立体を設置して構成さ
れる。
【０００４】
　一方、２次電池は外部短絡によってヒューズ領域が溶けながらアーク（ａｒｃ）を発生
する。このように発生するアークはヒューズ領域だけでなく２次電池の他の領域に転移し
て発火や爆発などの問題を起こす可能性がある。したがって、外部短絡に対する安全性が
向上した構造の２次電池が要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、過充電および外部短絡に対して安定性が向上した２次電池を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施例による２次電池は、第１電極板、第２電極板、および前記第１電極板
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と前記第２電極板との間に介在するセパレータを含む電極組立体；前記第１電極板と電気
的に連結され、ヒューズ領域を有する第１集電体；前記電極組立体および前記第１集電体
を収容するケース；前記ケースの開口を密封し、短絡ホールを有するキャッププレート；
前記短絡ホールに設けられる第１短絡部材；前記キャッププレートの上面から離隔し、前
記第１短絡部材と向かい合って前記第２電極板と電気的に連結される第２短絡部材；およ
び前記ケース内部で前記第１短絡部材にガス移動を誘導する誘導部材を含む。
【０００７】
　また、前記誘導部材は、一側部に第１開放部を有し、他側部に第２開放部を有するダク
ト（ｄｕｃｔ）形態からなることができる。
【０００８】
　また、前記誘導部材の一側部は、前記第１開放部が前記ヒューズ領域と対向するように
前記第１集電体と連結されることができる。
【０００９】
　また、前記誘導部材の他側部は、前記第２開放部が前記第１短絡部材と対向し、前記第
１短絡部材および前記キャッププレートの下面と離隔できる。
【００１０】
　また、前記誘導部材の他側部は、前記第１短絡部材に向かって突出する形態からなるこ
とができる。
【００１１】
　また、前記誘導部材の他側部は、前記第２開放部が前記第１短絡部材に向かうように突
出して前記キャッププレートの下面と連結され、前記誘導部材の他側部の突出部分は、前
記ケース内部と通じる少なくとも一つ以上の第３開放部を有することができる。
【００１２】
　また、前記ヒューズ領域は、前記第１集電体の他の領域より断面積が小さく形成される
ことができる。
【００１３】
　また、前記第１短絡部材は、予め設定された圧力より大きい圧力を受けると形態が反転
して前記第２短絡部材と電気的に接触できるように形成されることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、過充電および外部短絡に対して安定性が向上した２次電池を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施例による２次電池を示す斜視図である。
【図２】図１のＩ－Ｉ’線に沿って切り取った２次電池を示す断面図である。
【図３ａ】本発明の一実施例による第１集電体および該第１集電体に形成される第１ヒュ
ーズ領域を示す斜視図である。
【図３ｂ】本発明の一実施例による第１集電体および該第１集電体に形成される第２ヒュ
ーズ領域を示す斜視図である。
【図３ｃ】本発明の一実施例による第１集電体および該第１集電体に形成される第３ヒュ
ーズ領域を示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施例による第２集電体を示す斜視図である。
【図５ａ】本発明の一実施例による第１誘導部材を示す斜視図である。
【図５ｂ】本発明の一実施例による第２誘導部材を示す斜視図である。
【図５ｃ】本発明の一実施例による第３誘導部材を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に実施できる程度に、本
発明の好ましい実施例を図面を参照して詳細に説明する。
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【００１７】
　図１は、本発明の一実施例による２次電池１００を示す斜視図である。図２は、図１の
Ｉ－Ｉ’線に沿って切り取った２次電池１００を示す断面図である。
【００１８】
　図１および図２を参照すれば、本発明の一実施例による２次電池１００は、電極組立体
１１０、第１集電体１２０、第２集電体１３０、ケース１４０、キャップ組立体１５０、
第１短絡部材１６０、第２短絡部材１６１および誘導部材１７０を含む。
【００１９】
　前記電極組立体１１０は、薄い板型あるいは膜型からなる第１電極板１１１、セパレー
タ１１３、第２電極板１１２の積層体を巻き取るか重ねることにより形成される。ここで
、第１電極板１１１は正極として作用でき、第２電極板１１２は陰極として作用すること
ができる。
【００２０】
　前記第１電極板１１１は、アルミニウムのような金属箔からなる第１電極集電体に遷移
金属酸化物などの第１電極活物質を塗布することによって形成され、第１電極活物質が塗
布されない領域である第１電極無地部１１１ａを含む。前記第１電極無地部１１１ａは第
１電極板１１１と、第１電極板外部との間の電流が流れる通路となる。ただし、前記第１
電極板１１１の材質を限定するものではない。
【００２１】
　前記第２電極板１１２は、ニッケルまたは銅のような金属箔からなる第２電極集電体に
黒鉛または炭素などの第２電極活物質を塗布することによって形成され、第２電極活物質
が塗布されない領域である第２電極無地部１１２ａを含む。前記第２電極無地部１１２ａ
は第２電極板１１２と、第２電極板外部との間の電流が流れる通路となる。ただし、前記
第２電極板１１２の材質を限定するものではない。
【００２２】
　このような第１電極板１１１および第２電極板１１２は極性を異にして配置される。
【００２３】
　前記セパレータ１１３は、第１電極板１１１と第２電極板１１２との間に位置して短絡
を防止し、リチウムイオンの移動を可能にする役割を果たし、ポリエチレンやポリプロピ
レンやポリエチレンとポリプロピレンとの複合フイルムからなることができる。ただし、
前記セパレータ１１３の材質を限定するものではない。
【００２４】
　このような電極組立体１１０の両側端部には第１電極板１１１および第２電極板１１２
にそれぞれ電気的に連結するための第１集電体１２０と第２集電体１３０とが結合する。
【００２５】
　前記第１集電体１２０は、アルミニウムおよびアルミニウム合金などの導電性材質から
なり、電極組立体１１０の一側端部に突出した第１電極無地部１１１ａと接触することに
よって、第１電極板１１１と電気的に連結される。前記第１集電体１２０は、第１連結部
１２１、第１延長部１２３、第１端子ホール１２４および第１ヒューズホール１２５を含
んで構成される。前記第１集電体１２０の具体的な構成については以下に詳しく説明する
。
【００２６】
　前記第２集電体１３０は、銅、銅合金、ニッケルおよびニッケル合金などの導電性材質
からなり、電極組立体１１０の他側端部に突出した第２電極無地部１１２ａと接触するこ
とによって第２電極板１１２と電気的に連結される。前記第２集電体１３０は、第２連結
部１３１、第２延長部１３３および第２端子ホール１３４を含んで構成される。前記第２
集電体１３０の具体的な構成については以下に詳しく説明する。
【００２７】
　前記ケース１４０は、アルミニウム、アルミニウム合金またはニッケルメッキをされた
スチールのような導電性金属からなり、電極組立体１１０、第１集電体１２０および第２
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集電体１３０が挿入安着できるケース開口部が形成されたほぼ六面体形状からなる。図２
では、ケース１４０とキャップ組立体１５０とが結合された状態で示されているので、ケ
ース開口部が示されなかったが、キャップ組立体１５０の周り部分が実質的に開放された
部分である。一方、ケース１４０の内面は絶縁処理されて、電極組立体１１０、第１集電
体１２０、第２集電体１３０およびキャップ組立体１５０と絶縁される。ここで、前記ケ
ース１４０は一つの極性、例えば正極として作用することができる。
【００２８】
　前記キャップ組立体１５０は前記ケース１４０に結合される。前記キャップ組立体１５
０は、具体的には、キャッププレート１５１、第１電極端子１５２、第２電極端子１５３
、ガスケット１５４、ナット１５５を含んで構成されることができる。また、前記キャッ
プ組立体１５０は、栓１５６、ベントプレート１５７、連結板１５８、上部絶縁部材１５
９、第１短絡部材１６０、第２短絡部材１６１および下部絶縁部材１６２をさらに含むこ
とができる。
【００２９】
　前記キャッププレート１５１は、ケース１４０の開口を密封し、ケース１４０と同じ材
質からなることができる。ここで、前記キャッププレート１５１はケース１４０と同じ極
性を持つことができる。
【００３０】
　前記第１電極端子１５２は、キャッププレート１５１の一側を貫通して第１集電体１２
０と電気的に連結される。前記第１電極端子１５２は、柱型に形成されることができ、キ
ャッププレート１５１の上部に露出した上部柱の外周縁にはねじ山が形成され、キャップ
プレート１５１の下部に位置する下部柱には第１電極端子１５２がキャッププレート１５
１から抜けないようにフランジ１５２ａが形成され、第１電極端子１５２の中でフランジ
１５２ａの下部に位置する一部柱は第１集電体１２０の第１端子ホール１２４に嵌合され
る。ここで、前記第１電極端子１５２はキャッププレート１５１と電気的に連結されるこ
とができる。
【００３１】
　前記第２電極端子１５３は、キャッププレート１５１の他方を貫通して第２集電体１３
０と電気的に連結される。前記第２電極端子１５３は第１電極端子１５２と同じ形状を有
するので、重複した説明は省略する。ただし、前記第２電極端子１５３はキャッププレー
ト１５１と絶縁される。
【００３２】
　前記ガスケット１５４は、第１電極端子１５２および第２電極端子１５３のそれぞれと
キャッププレート１５１との間に配置され、絶縁性材質から形成されて、第１電極端子１
５２および第２電極端子１５３のそれぞれとキャッププレート１５１との間を密封させる
。このような前記ガスケット１５４は、外部の水分が２次電池１００の内部に侵入できな
いようにしたり、２次電池１００の内部に収容された電解液が外部に流出しないようにす
る。
【００３３】
　前記ナット１５５は、第１電極端子１５２および第２電極端子１５３のそれぞれに形成
されたねじ山に沿って締結されて、第１電極端子１５２および第２電極端子１５３のそれ
ぞれをキャッププレート１５１に固定させる。
【００３４】
　前記栓１５６は、キャッププレート１５１の電解液注入口１５１ａを密封し、ベントプ
レート１５７は、キャッププレート１５１のベントホール１５１ｂに設置され、設定され
た圧力で開放されるように形成されたノッチ１５７ａを含む。
【００３５】
　前記連結板１５８は、第１電極端子１５２とキャッププレート１５１との間に第１電極
端子１５２が嵌合されるように形成され、ナット１５５を通じてキャッププレート１５１
とガスケット１５４とに密着される。このような連結板１５８は、第１電極端子１５２と
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キャッププレート１５１とを電気的に連結する。
【００３６】
　前記上部絶縁部材１５９は、第２電極端子１５３とキャッププレート１５１との間に配
置され、第２電極端子１５３が嵌合されるように形成され、キャッププレート１５１とガ
スケット１５４とに密着される。このような上部絶縁部材１５９は、第２電極端子１５３
とキャッププレート１５１とを絶縁させる。
【００３７】
　前記下部絶縁部材１６２は、第１集電体１２０と第２集電体１３０のそれぞれとキャッ
ププレート１５１との間に形成され、不必要な短絡の発生を防止する。
【００３８】
　前記第１短絡部材１６０は、キャッププレート１５１の短絡ホール１５１ｃに設置され
、キャッププレート１５１と同じ極性を有する。前記第１短絡部材１６０は、下に凸のラ
ウンド部と、キャッププレート１５１に固定されたエッジ部を含む反転プレートからなる
ことができる。
【００３９】
　前記第１短絡部材１６０は、２次電池１００に過充電または外部短絡が発生して内部圧
力が設定圧力より大きくなる場合、反転して上に膨らんだ形状に突出することができる。
ここで、外部短絡とは、ケース１４０の外部に露出している第１電極端子１５２と第２電
極端子１５３とが外部の伝導性物体によって短絡されることを意味する。
【００４０】
　前記第２短絡部材１６１は、キャッププレート１５１から離隔された外側、つまり、上
部絶縁部材１５９の上に配置され、第２電極端子１５３が嵌合されるように形成され、短
絡ホール１５１ｃを覆うように延長される。前記第２短絡部材１６１は、第２電極端子１
５３と電気的に連結される。このような第２短絡部材１６１は、過充電または外部短絡が
発生して内部圧力が設定圧力より大きくなる場合、上に膨らんだ形状に突出する第１短絡
部材１６０と接触して短絡を誘発させる。
【００４１】
　２次電池１００に過充電が発生する場合、前記第１短絡部材１６０が反転して第２短絡
部材１６１と短絡され、このような場合、非常に高い電流が流れるようになって熱が発生
することになる。このように発生する熱によって第１集電体１２０に形成されたヒューズ
領域が切れることになり、２次電池１００の電気的連結が遮断されることができる。
【００４２】
　一方、２次電池１００に外部短絡が発生する場合、まず、２次電池１００には第２電極
端子１５３、第２集電体１３０、電極組立体１１０、第１集電体１２０および第１電極端
子１５２の方向に第１電流経路が形成されることができる。このとき、第１集電体１２０
に形成されたヒューズ領域が溶けながらアークとそのアークによるガスが発生することに
なるが、誘導部材１７０が第１集電体１２０のヒューズ領域で発生するガスを直接前記第
１短絡部材１６０に移動するように誘導することによって、第１短絡部材１６０に前記ガ
スによる圧力が短時間内に集中的に加わるようにすることができる。このような誘導部材
１７０に対する具体的な構成については以下に詳しく説明する。
【００４３】
　前記第１短絡部材１６０は、前記誘導部材１７０を通じて供給されるガスによって加わ
る圧力が一定値以上になると、反転して第２短絡部材１６１と短絡されることができる。
このとき、２次電池１００には前記第１電流経路だけでなく、第１短絡部材１６０と第２
短絡部材１６１の短絡によって、第２電極端子１５３、第２短絡部材１６１、第１短絡部
材１６０およびケース１４０に連結される新たな第２電流経路が形成されることができる
。このような場合、第１集電体１２０のヒューズ領域に集中する電流量を減少させてアー
ク発生を止めることができる。
【００４４】
　例えば、誘導部材１７０がない状態で外部短絡が発生すると、アークガスによってケー
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ス１４０の内部圧力が増加するが、第１集電体１２０のヒューズ領域で発生したアークが
転移する時間が第１短絡部材１６０が動作するまでにかかる時間よりも短いので、第１短
絡部材１６０が正常に動作できないことがある。つまり、第１集電体１２０はケース１４
０と電気的に連結されているので、第１集電体１２０で発生したアークは、ケース１４０
などに転移してホールを形成することになり、前記ホールを通してガスがケース１４０の
外部に抜け出して、結局、第１短絡部材１６０が正常に動作する程の圧力が供給されない
場合がある。
【００４５】
　したがって、２次電池１００は外部短絡によって最初発生したアークが他の部分に転移
する前に、誘導部材１７０を通じて第１短絡部材１６０と第２短絡部材１６１との短絡を
迅速に誘導してアークを除去することによって、２次電池１００の安全性を向上させるこ
とができる。
【００４６】
　以下、添付図面を参照して、第１集電体と該第１集電体に形成されたヒューズ領域の具
体的な構成について説明する。また、以下、ヒューズ領域の実施形態毎に第１集電体の符
号を１２０Ａ、１２０Ｂおよび１２０Ｃに区分して説明し、これに伴い、ヒューズ領域を
第１ないし第３ヒューズ領域１２６ａ、１２６ｂ、１２６ｃに区分して説明する。
【００４７】
　図３ａは、本発明の一実施例による第１集電体１２０Ａおよび該第１集電体１２０Ａに
形成された第１ヒューズ領域１２６ａを示す斜視図である。
【００４８】
　図３ａを参照すれば、第１集電体１２０Ａは第１連結部１２１と第１延長部１２３とを
含んで形成されることができる。
【００４９】
　前記第１集電体１２０Ａの第１連結部１２１は、電極組立体１１０の上部とキャップ組
立体１５０の下部との間に設置され、プレート形態に形成される。前記第１連結部１２１
は連結幅Ｗｃを有することができる。前記第１連結部１２１の一側には第１ヒューズ領域
１２６ａが形成され、他側には第１端子ホール１２４が形成されることができる。ここで
、前記第１端子ホール１２４は、第１連結部１２１の他側、つまり、第１ヒューズ領域１
２６ａと重ならない領域に形成され、前記キャップ組立体１５０の第１電極端子１５２が
嵌合されて結合される空間を提供する。
【００５０】
　前記第１ヒューズホール１２５ａは第１連結部１２１の第１ヒューズ領域１２６ａに形
成される。前記第１ヒューズホール１２５ａは第１集電体１２０Ａ中の第１ヒューズ領域
１２６ａが第１端子ホール１２４が形成された領域を除いた他の領域より小さい断面積を
持つようにする。前記第１ヒューズホール１２５ａは、第１連結部１２１の幅方向に長四
角形状であり、ひとつからなることができるが、このような形状と形成された個数に本発
明を限定するものではない。このように第１ヒューズホール１２５ａによって第１集電体
１２０Ａの他の領域より小さな断面積を有するように形成された第１ヒューズ領域１２６
ａは、２次電池１００の短絡が発生して第１集電体１２０Ａに大きな電流が流れる場合に
、熱が発生し、このように発生した熱によって溶融して、ケース１４０およびキャッププ
レート１５１のそれぞれと電極組立体１１０との間の電流の流れを遮断する役割を果たす
。ここで、２次電池１００の短絡は、正極として作用をするケース１４０またはキャップ
プレート１５１を通じて、外部伝導性物体が２次電池１００を貫通して入る場合に発生す
る短絡であることができる。
【００５１】
　前記第１延長部１２３は、第１連結部１２１の端部から切曲延長され、第１電極無地部
１１１ａと実質的に接触するプレート形態に形成される。前記第１延長部１２３は連結幅
Ｗｃより大きな延長幅Ｗｅを有することができる。前記連結幅Ｗｃが延長幅Ｗｅより小さ
い理由は、２次電池１００の内部圧力が設定圧力以上であるとき、２次電池１００の内部
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ガスをオープンされるベントプレート１５７側に容易に移動させるためである。ここで、
前記第１連結部１２１と第１延長部１２３とが結合する角部を‘Ｃ’といい、前記第１連
結部１２１と第１延長部１２３は前記角部Ｃを中心に垂直をなすことができる。
【００５２】
　一方、前記第１ヒューズ領域１２６ａが第１連結部１２１に形成される形態を説明した
が、第１延長部１２３中の電解液と接触しない領域、つまり、角部Ｃと近い領域に形成さ
れることもできる。
【００５３】
　図３ｂは、本発明の一実施例による第１集電体１２０Ｂおよび該第１集電体１２０Ｂに
形成された第２ヒューズ領域１２６ｂを示す斜視図である。
【００５４】
　図３ｂに示される第１集電体１２０Ｂは、図３ａに示される第１集電体１２０Ａと比較
して第２ヒューズ領域１２６ｂの構成が異なるだけで、その他は同一に構成される。図３
ｂに示される第１集電体１２０Ｂには、複数個の第２ヒューズホール１２５ｂが形成され
ることによって、第１集電体１２０Ｂの他の領域より小さい断面積を有する第２ヒューズ
領域１２６ｂが構成される。ここで、前記第２ヒューズ領域１２６ｂは、第１端子ホール
１２４が形成された領域を除いた第１集電体１２０Ｂの他の領域の断面積より小さく形成
される。
【００５５】
　図３ｃは、本発明の一実施例による第１集電体１２０Ｃおよび該第１集電体１２０Ｃに
形成された第３ヒューズ領域１２６ｃの構造を示す斜視図である。
【００５６】
　図３ｃに示される第１集電体１２０Ｃは、図３ａに示される第１集電体１２０Ａおよび
図３ｂに示される第１集電体１２０Ｂと比較して、第３ヒューズ領域１２６ｃの構成が異
なるだけで、その他は同一に構成される。第３ヒューズ領域１２６ｃはリード形態に形成
され、第１端子ホール１２４が形成された領域を除いた第１集電体１２０Ｃの他の領域の
断面積より小さく形成される。第３ヒューズ領域１２６ｃの断面積が第１集電体１２０Ｃ
中の第１端子ホール１２４が形成された領域を除いた他の領域の断面積より小さくするた
めに、第３ヒューズ領域１２６ｃは、第１集電体１２０Ｃの幅、例えば連結幅Ｗｃより小
さい幅を有したり、第１集電体１２０Ｃの厚さ、例えば連結厚さＴｃより小さい厚さを有
することができる。また、第３ヒューズ領域１２６ｃは第１集電体１２０Ｃの連結幅Ｗｃ
より小さい幅を有して第１集電体１２０Ｃの連結厚さＴｃより小さい厚さを有するように
形成されることができる。
【００５７】
　図４は、本発明の一実施例による第２集電体１３０を示す斜視図である。
【００５８】
　図４を参照すれば、第２集電体１３０は第２連結部１３１と第２延長部１３３とを含ん
で形成されることができる。
【００５９】
　前記第２連結部１３１は、電極組立体１１０の上部とキャップ組立体１５０の下部との
間に設置され、プレート形態に形成される。前記第２連結部１３１は連結幅Ｗｃを有する
ことができる。前記第２連結部１３１には第２端子ホール１３４が形成されることができ
る。前記第２端子ホール１３４は前記キャップ組立体１５０の第２電極端子１５３が嵌合
されて結合される空間を提供する。
【００６０】
　前記第２延長部１３３は、第２連結部１３１の端部から切曲延長され、第２電極無地部
１１２ａと実質的に接触するプレート形態に形成される。前記第２延長部１３３は連結幅
Ｗｃより大きい延長幅Ｗｅを有することができる。ここで、前記第２連結部１３１と第２
延長部１３３とが結合する角部を‘Ｃ’いい、第２連結部１３１と第２延長部１３３は前
記角部Ｃを中心に垂直をなすことができる。
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【００６１】
　以下、添付図面を参照して、誘導部材１７０の具体的な構成について説明する。また、
以下、誘導部材１７０の実施形態毎に第１ないし第３誘導部材１７０Ａ、１７０Ｂ、１７
０Ｃに区分して説明する。
【００６２】
　図５ａは、本発明の一実施例による第１誘導部材１７０Ａを示す斜視図である。
【００６３】
　図５ａを参照すれば、第１誘導部材１７０Ａは、一側部１７１に第１開放部１７１ａを
有し、他側部１７３に第２開放部１７３ａを有するダクト（ｄｕｃｔ）形態からなること
ができる。
【００６４】
　前記一側部１７１は、第１開放部１７１ａが第１集電体１２０のヒューズ領域１２６ａ
、１２６ｂまたは１２６ｃと対向するように第１集電体１２０と連結される。前記他側部
１７３の第２開放部１７３ａは、第１短絡部材１６０と対向し、第１短絡部材１６０の方
向に延長および突出した形態からなる。したがって、ヒューズ領域１２６ａ、１２６ｂま
たは１２６ｃに発生するガスは、ヒューズ領域１２６ａ、１２６ｂまたは１２６ｃが位置
するＦから第１誘導部材１７０Ａを通じて前記第１短絡部材１６０が位置するＦ’方向に
移動でき、前記他側部１７３の突出した構造を利用して、アークガスによる圧力を前記第
１短絡部材１６０により集中的に加える。このとき、前記他側部１７３は前記第１短絡部
材１６０とキャッププレート１５１の下面と所定の間隔をおいて離隔する。２次電池１０
０に過充電が発生する場合にも内圧上昇によって前記第１短絡部材１６０が動作しなけれ
ばならないので、前記他側部１７３とキャッププレート１５１とが離隔してケース１４０
の内部と第１短絡部材１６０を連結する空間を提供するのが望ましい。
【００６５】
　前記第１誘導部材１７０Ａは電極組立体１１０とキャッププレート１５１との間に位置
することができる。そのために、前記第１誘導部材１７０Ａは電極組立体１１０がケース
１４０内部で移動するのを防止することができる。また、第１集電体１２０のヒューズ領
域と第１短絡部材１６０の最短距離上に位置しているため、外部短絡時により迅速に第１
短絡部材１６０を動作させることができる。
【００６６】
　図５ｂは、本発明の一実施例による第２誘導部材１７０Ｂを示す斜視図である。
【００６７】
　図５ｂを参照すれば、第２誘導部材１７０Ｂは、一側部１７１に第１開放部１７１ｂを
有し、他側部１７５に第２開放部１７５ｂを有するダクト（ｄｕｃｔ）形態からなること
ができる。
【００６８】
　前記一側部１７１は、第１開放部１７１ｂが第１集電体１２０のヒューズ領域１２６ａ
、１２６ｂまたは１２６ｃと対向するように第１集電体１２０と連結されることができる
。前記他側部１７５の第２開放部１７５ｂは、第１短絡部材１６０と対向するように形成
されることができる。したがって、ヒューズ領域１２６ａ、１２６ｂまたは１２６ｃに発
生するガスは、ヒューズ領域１２６ａ、１２６ｂまたは１２６ｃが位置するＦから第２誘
導部材１７０Ｂを通じて前記第１短絡部材１６０が位置するＦ’方向に移動することがで
きる。前記第２誘導部材１７０Ｂの他側部１７５は、前記第１誘導部材１７０Ｂとは異な
り、平らな構造からなることができる。また、前記第２誘導部材１７０Ｂの他側部１７５
は、前記第１誘導部材１７０Ａの他側部１７３と同様に、前記第１短絡部材１６０とキャ
ッププレート１５１の下面と所定の間隔をおいて離隔する。前記第１誘導部材１７０Ａと
比較して、第２誘導部材１７０Ｂは、ケース１４０の内部と第１短絡部材１６０を連結す
る空間をさらに提供することによって、過充電時に第１短絡部材１６０がより敏感に反応
できることになる。
【００６９】
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　図５ｃは、本発明の一実施例による第３誘導部材１７０Ｃを示す斜視図である。
【００７０】
　図５ｃを参照すれば、第３誘導部材１７０Ｃは、一側部１７１に第１開放部１７１ａを
有し、他側部１７７に第２開放部１７７Ｃ１および第３開放部１７７Ｃ２、１７７Ｃ３を
有するダクト（ｄｕｃｔ）形態からなることができる。
【００７１】
　前記一側部１７１は、第１開放部１７１ａが第１集電体１２０のヒューズ領域１２６ａ
、１２６ｂまたは１２６ｃと対向するように第１集電体１２０と連結されることができる
。前記他側部１７７は、前記第２開放部１７７Ｃ１が前記第１短絡部材１６０と対向する
ように突出した構造からなることができる。したがって、ヒューズ領域１２６ａ、１２６
ｂまたは１２６ｃに発生するガスは、ヒューズ領域１２６ａ、１２６ｂまたは１２６ｃが
位置するＦから第３誘導部材１７０Ｃを通じて前記第１短絡部材１６０が位置するＦ’方
向に移動することができる。前記第３開放部１７７Ｃ２、１７７Ｃ３は前記他側部１７７
の側面にそれぞれ形成されることができるが、本発明の実施例は前記第３開放部１７７Ｃ
２、１７７Ｃ３の位置を限定するものではない。このような第３開放部１７７Ｃ２、１７
７Ｃ３は、少なくとも一つ以上形成されて、ケース１４０内部と第１短絡部材１６０を連
結する空間を提供することができる。前記第３開放部１７７Ｃ２、１７７Ｃ３によって前
記他側部１７７から相対的に突出した部分１７７Ｐ１、１７７Ｐ２が形成されることがで
きる。このように、前記他側部１７７から突出した部分１７７Ｐ１、１７７Ｐ２はキャッ
ププレート１５１の下面と連結しているので、前記誘導部材１７０Ｃの他側部１７７がキ
ャッププレート１５１に固定されることができる。
【００７２】
　前記第１ないし第３誘導部材１７０Ａ、１７０Ｂ、１７０Ｃのうちのいずれか一つは電
極組立体１１０とキャッププレート１５１との間に位置することができる。したがって、
誘導部材の厚さと幅は、２次電池１００の全体の大きさに影響を与えないように設計する
ことが好ましく、本発明は前記第１ないし第３誘導部材１７０Ａ、１７０Ｂ、１７０Ｃの
サイズに限定されない。
【００７３】
　本発明は、上記実施例に限定されず、本発明の技術的要旨から逸脱しない範囲内で様々
に修正、変形されて実施され得ることは本発明の属する技術分野における通常の知識を有
する者にとっては自明である。
【符号の説明】
【００７４】
　１００　２次電池
　１１０　電極組立体
　１２０　第１集電体
　１２５　ヒューズホール
　１２６ａ、１２６ｂ、１２６ｃ　ヒューズ領域
　１３０　第２集電体
　１４０　ケース
　１５０　キャップ組立体
　１６０　第１短絡部材
　１６１　第２短絡部材
　１７０　誘導部材
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